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女性の職業生活における活躍の機会や雇用環境の整備を行うため下記のとおり行動計画を策定する
●計画期間 ２０２１年６月１日 ～ ２０２６年５月３１日までの５年間
●当社の課題 事業の特性により社員に占める女性の比率が低い

有休休暇取得義務５日は達成しているが個人差は大きい

目標と取組み内容・実施期間
目標１． 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

女性正社員を現在の人数から２０％増加する
【実施時期・取組内容】
・２０２２年４月 ～ 新規学卒採用者に占める女性の目標値を１５％とする → ２０２２年４月 女性１名/新規学卒採用者９名（11.1％）

２０２３年４月 女性１名/新規学卒採用者３名（33.3％）
・２０２２年４月 ～ 女性契約社員の社員登用を検討する → ２０２３年４月 １名

目標２． 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

女性活躍の現状に関する情報公開
①全社員に占める女性の割合 正社員 ５．９％ 契約社員 １９．９％ 全社員 １１．９％ （２０２１年３月末）

正社員 ５．９％ 契約社員 ２０．５％ 全社員 １２．３％ （２０２２年３月末）
正社員 ７．２％ 契約社員 １９．９％ 全社員 １２．５％ （２０２３年３月末）

②男女の賃金の差異 正社員 ８４．３％ 契約社員 ７２．２％ 全社員 ６８．５％ （２０２３年度３月末）
③男女の平均勤続年数の差異 正社員 男性８年３カ月、女性１２年６カ月 契約社員 男性４年７カ月、女性５年６カ月 （２０２１年３月末）

正社員 男性８年７カ月、女性１２年６カ月 契約社員 男性５年７カ月、女性６年６カ月 （２０２２年３月末）
正社員 男性９年７カ月、女性１１年６カ月 契約社員 男性５年７カ月、女性７年６カ月 （２０２３年３月末）

全社員の有給休暇所得目標の取得率１００％を達成する
【実施時期・取組内容】
・２０２１年度 有給休暇年間５日取得を１００％達成する → 達成 平均 ９．５日
・２０２２年４月 ～ 有給休暇取得目標を年間６日以上とし１００％達成を目指す → 達成 平均１０．５日
・２０２３年 ～ 有給休暇取得目標を年間７日以上とし１００％達成を目指す


